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日 時：令和５年６月１３日（火曜日） 

    午後１時３０分～３時３０分 

場 所：エルティ ウエディング・パーティ エンポリアム 

    １階 スクエア 
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【事務局】 

  それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和５年度第１回福島県原子力発電所の廃

炉に関する安全確保県民会議を開催いたします。 

  私、福島県原子力安全対策課の市下と申します。よろしくお願いいたします。 

  本会議につきましては、インターネットによる動画配信を行っておりますのでご承知おきく

ださい。 

  傍聴される皆様におかれましては、お配りいたしました留意点をお守りいただきますようご

協力お願いいたします。 

  初めに、福島県危機管理部政策監の鈴木よりご挨拶申し上げます。 

 

【福島県危機管理部 鈴木政策監】 

 危機管理部政策監の鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本日は、お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また、このたび新

たに構成員となられました方、どうぞよろしくお願いいたします。 

  本会議は、福島第一及び第二原子力発電所の廃炉に向けた東京電力及び国の取組が安全かつ

着実に進むよう、構成員の皆様方に県民目線でご確認をいただくことを目的といたしまして平

成25年に設置したものであり、本日は今年度第１回の開催となります。 

  さて、本日の１つ目の議題は、ＡＬＰＳ処理水についてであります。東京電力において進め

ているＡＬＰＳ処理水希釈放出設備の工事の進捗状況や海域モニタリングの状況、理解醸成に

向けた情報発信などの取組について、東京電力から説明を受けることとしております。また、

資源エネルギー庁からは、ＡＬＰＳ処理水への対応として行動計画に基づいて進められる理解

醸成や風評対策について説明を受けることとしております。 

  ２つ目の議題は、福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組についてであります。１号機の

原子炉圧力容器を支える土台、いわゆるペデスタルの状況を中心に、東京電力と原子力規制庁

から説明を受けることとしております。 

  本日の会議における皆様方からのご意見につきましては、今後の取組に反映させてまいりた

いと考えております。ぜひ忌憚のないご意見を賜りますようお願いを申し上げまして挨拶とさ

せていただきます。 

  本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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【事務局】 

  続きまして、本日の出席者につきましては、お手元の出席者名簿をご覧ください。 

  本日は、関係市町村の住民の方が12名、各種団体から10名、学識経験者が３名、計25名の皆

様にご出席いただいております。 

  なお、議長は、今年度から福島大学教授牧田 実様にお引き受けいただいております。 

  また、このたび構成員の変更がございました。その場でご着席のまま、お名前のみご紹介差

し上げます。 

  富岡町の石黒洋一郎様です。 

  大熊町の土屋繁男様です。 

  葛尾村の松本松男様です。 

  福島県ＰＴＡ連合会会長の鈴木崇史様です。 

  福島県生活協同組合連合会専務理事の佐藤一夫様です。 

  福島県森林組合連合会代表理事専務の丹治俊宏様です。 

  国立大学法人東北大学教授の新堀雄一様です。 

  なお、その他の出席者のご紹介につきましては、出席者名簿の配付に代えさせていただきま

すのでご了承ください。 

  次に、配付資料の確認をお願いします。 

  本日の資料につきましては、次第裏面の配付資料一覧に記載しております。不足の資料等ご

ざいましたら、会議の途中でも結構ですので近くの事務局職員にお知らせください。 

  なお、本日の会議の終了時刻は午後３時30分を予定しております。 

  それでは、議事に入らせていただきます。 

  なお、ご発言に当たっては、リモート参加者が聞き取れるように必ずマイクをお使いいただ

きますようお願いいたします。ご質問の際には職員がマイクをお持ちいたしますので、挙手に

てお知らせください。 

  議事の進行につきましては、県民会議設置要綱により、牧田様にお願いしたいと思います。 

  牧田様、よろしくお願いいたします。 

 

【牧田議長】 

   本年から議長を務めることになりました福島大学の牧田と申します。 

  私の専門は社会学とりわけ地域社会学ということで、地域自治やまちづくり、を担う住民の



 

 

-3- 

主体的な活動とそれを制度的に保障するコミュニティ政策の在り方を研究しております。そう

いった意味では、原子力発電や廃炉のことについては専門外、素人です。この場にいらっしゃ

る多くの皆さんと同じように専門外だということになります。ただ、そういう素人といいます

か専門外の立場というのが、この会議では重要だろうと思っています。 

  先ほども政策監からありましたように、この会議の目的は、東京電力と国による廃炉の取組

が安全かつ着実に進むように県民の目で確認していくことにあります。このためには、東電や

国に分かりやすい説明を求めること、そしてメンバーの皆さんが県民の代弁者として自由に質

問や意見、要望を述べること、これができやすい雰囲気をつくることが大事だと思っています。

力不足ではありますが、精一杯努めたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。 

  それでは、議事に入ります。 

 

【牧田議長】 

 議事の１つ目、ＡＬＰＳ処理水について、東京電力、資源エネルギー庁からの説明をいただ

きます。質疑は、説明後、一括してお受けしたいと思います。 

  まずは、東京電力から、ＡＬＰＳ処理水の安全性確認及び国内外への情報発信について説明

をお願いします。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 小野プレジデント】 

  東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの小野でございます。 

  当社福島第一原子力発電所の事故により、今もなお地元の皆様をはじめ福島の皆様、広く社

会の皆様に大変なご負担とご心配をおかけしておりますこと、心より深くお詫びを申し上げま

す。失礼ですが、ここから着席させていただき、ご説明をさせていただきます。 

  ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に向けましては、弊社として、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の国

際安全基準に照らしたレビューを受けつつ、希釈放出設備等の設置に向けた作業を2023年春頃、

すなわち今年度の第１四半期内での設備の設置完了を目指して、気象・海象等を注視しながら

進めてきたところでございます。先週６日には、放出に使用する放水トンネル、こちらを海水

で満たすという作業を完了してございます。昨日は、下流水槽放水トンネルを用いて系統全体

でのポンプの性能を確認する、また、安全性を担保する仕組みであるインターロックの動作等

を確認するなどを目的とした試運転を開始してございます。今後は、トンネルを掘り進めてご

ざいましたシールドマシンを撤去するなどの工事完了に向けまして、引き続き、安全を最優先
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に一つ一つ進めてまいりたいと思います。 

  また、実施計画に基づきます安全品質の確保、それから科学的根拠に基づく国内外への情報

の発信、海域モニタリングの強化など、政府の基本方針を踏まえた対応を徹底するとともに、

福島県様からご要請いただいた８項目への対応など、しっかりお応えをしてまいります。 

  なお、福島県様からご要請いただいた８項目につきましては、先週６日の県主催の技術検討

会のほうでご報告をさせていただいたところでございます。こちらにつきましては、自治体を

はじめ専門委員の皆様からのご意見、それからご要望に対し、我々しっかりと受け止めて、引

き続き真摯にお応えをしてまいりたいと考えてございます。 

  本日、議題の１では、前回に引き続き、ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備等の設置工事の進捗の

ほか、これまでいただいた声等を反映し、ご理解を得るために進めてございます情報発信、さ

らには風評対策の取組についてもご説明をさせていただきます。 

  議題２では、福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに基づき進め

てございます廃炉の進捗につきまして、廃炉作業の重要課題でございます燃料デブリ取り出し

に向けた取組における１号機の原子炉格納容器内部調査を中心にご説明をさせていただきたい

と考えてございます。 

  それでは、ここからお手元の資料１－１「福島第一原子力発電所廃炉作業の取り組み状況

（概要版）」の「ＡＬＰＳ処理水安全性確認および国内外の情報発信について」に沿いまして、

廃炉コミュニケーションセンター副所長の松尾のほうからご説明をさせていただきます。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  それでは、東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニー廃炉コミュニケーション

センターの松尾と申します。よろしくお願いいたします。 

  お手元の資料１－１、横置きの左肩に１－１とございますが、こちらをご説明させていただ

く前に、資料の構成についてご説明させていただきます。 

  ただいまお話ししました資料１－１が概要版になっておりまして、資料１－２のほうが詳細

版になっております。本会議におきましては資料１－１のほうをご説明させていただきますが、

資料１－１の各ページの右上のところに、資料１－２の詳細版で説明箇所を記載しております

ので、ご参照いただければと思います。 

  また、今回、資料１－１の後ろのところに「【概要版資料】用語説明」をつけさせていただ

きました。今までのご説明の中で専門的な言葉が多くて分かりにくいというようなご意見をた
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くさん頂戴していることもございまして、ちょっと工夫という形でつけさせていただきました。

こちらのほうもぜひご参照いただければと思います。 

  それでは、ＡＬＰＳ処理水の安全確保と国内外への情報発信の取組について、資料１－１、

概要版でご説明させていただきたいと思います。 

  ２ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

  ＡＬＰＳ処理水の海洋放出における安全確保の大前提についてご説明いたします。 

  まず、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出設備の設計や運用管理の安全確保についてですが、設備の

基本設計等については、昨年７月に原子力規制委員会から認可をいただき、また、国際原子力

機関（ＩＡＥＡ）に安全性をご確認いただくため、昨年２月及び11月にレビューを受けており

ます。これらでお示しした設計や運用に基づき、当社は、ＡＬＰＳ処理水は十分な量の海水で

希釈して、安全であることを確認した上で放出をいたします。 

  また、海域モニタリングの強化とその結果の情報発信についても、しっかり対応してまいり

ます。 

  さらには、海洋生物の飼育試験を行いまして、海洋生物に悪影響がないことを目に見える形

でお示しして、放出水の安全性をお伝えしてまいります。 

  ３ページをご覧ください。 

  ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備とその役割、安全対策についてです。 

  左上にありますポイント１といたしましては、タンクに保管されている水のトリチウム以外

の放射性物質については、放出前の段階で、国の規制基準を確実に下回るまで何度でも浄化処

理を行います。規制基準値を超える処理途上水をそのまま放出することはございません。 

  右上、ポイント２になりますが、ＡＬＰＳ処理水は、水質を均一にした上で、69種類の放射

性物質の濃度を毎回測定して、このうちトリチウム以外の29種類の放射性物質について規制基

準を満たすことが確認できたものだけを放出いたします。 

  その下、ポイント３になりますが、ＡＬＰＳ処理水の放出において異常が生じた場合、移送

ポンプを停止して海洋放出を停止いたします。加えて、２か所ございます緊急遮断弁、これを

自動で閉止します。 

  左下、ポイント４になりますが、放出中については、設備の運転状態などを監視、制御し、

トリチウム濃度１リットル当たり1,500ベクレル未満、年間のトリチウム総量22兆ベクレルを

下回るよう管理いたします。 

  次に、４ページのほうをご覧ください。 
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  ３ページのポイント２にもございましたが、海洋放出前に確認する測定・評価対象核種につ

いて、ＡＬＰＳ処理水の中にあるかないかによらず、建屋内の滞留水などのＡＬＰＳで浄化す

る前の水、これらに含まれる可能性がある29核種を選定しております。また、測定・評価対象

外の核種、39核種ありますが、これらは建屋内滞留水の中にも規制基準の100分の１以上存在

する可能性はないと考えており、風評影響の抑制の観点から、放出前に自主的に測定を行い、

検出限界値未満であることを確認いたします。 

  続きまして、５ページをご覧ください。 

  放射線環境影響評価についてになります。 

  当社が検討しました設備設計や運用に則りＡＬＰＳ処理水を海洋放出した場合の人及び環境

への放射線の影響を国際的に認知された手法に従って評価しております。その結果、一般公衆

の線量限度、年間１ミリシーベルトという数字ですとか、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）

という委員会がありますけれども、こちらが提唱する生物種ごとの基準値、これらを大幅に下

回る結果となっておりまして、人及び環境への影響は極めて小さいと評価しております。 

  次に、６ページをご覧ください。 

  海域モニタリングの状況についてになります。 

  現在でも福島第一原子力発電所からサブドレンですとか地下水バイパス、こういった水など

を運用目標値を遵守しながら排水しておりますが、セシウム137やトリチウムの濃度は日本全

国の海水における測定値の変動範囲内で推移しております。また、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出

につきましても、国の規制基準を遵守することにより、放出の時点においては安全な状態にあ

ると考えています。 

  しかしながら、万が一のことを考え、念のために、海域モニタリングにおける指標を設定い

たしました。仮に、海域のモニタリングで放出水が十分に拡散していないような状況、すなわ

ちトリチウム濃度が指標を超過しているということが確認された場合には、速やかに放出を一

旦停止しまして、頻度を増やしたモニタリングで傾向を把握するとともに、気象・海象を確認

して拡散状況を評価いたします。なお、各地点で指標を超えた場合においても、規制基準です

とかＷＨＯ世界保健機関の飲料水の水質ガイドライン、これらを十分に下回って、周辺海域は

安全な状態であると考えております。 

  なお、海域モニタリングの状況につきましては、資料１－２、詳細版の20ページ目以降にグ

ラフもつけながらお示ししておりますので、ご参考にご覧いただければと思います。 

  続きまして、７ページ目をご覧いただきたいと思います。 
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  こちらは、ただいまご紹介いたしました指標（異常値）を設定する試料採取点をお示しして

おります。 

  左側にございます発電所３キロ以内の放出口付近におきましては、トリチウム濃度が１リッ

トル当たり700ベクレル、また、右側の地図にございますとおり、発電所正面の10キロ四方内

におきましては、１リットル当たり30ベクレルといたしました。また、それぞれの２分の１程

度の値を調査レベルということで設定しております。 

  次に、８ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  こちらは海洋生物の飼育試験についてです。 

  ＡＬＰＳ処理水の安全性を目に見える形でお伝えするための海洋生物の飼育試験につきまし

て、ＡＬＰＳ処理水を添加した海水、それと通常海水、この２つの環境でヒラメやアワビなど

の比較飼育を行っております。日々の飼育状況につきましては、ライブカメラですとか飼育日

誌などで公開をしており、また、データにつきましては、ウェブサイトで月報といった形でお

知らせをしております。この飼育試験におきましては、生体内でトリチウムは濃縮されず、生

育環境の濃度を上回らないということについてもお示ししてまいります。 

  続きまして、９ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらは、トリチウムを分離する技術の公募についてになります。 

  当社は、トリチウムが含まれる水を濃度の高い水と低い水に分離する、いわゆるトリチウム

分離技術の新たな技術動向を継続的に注視し、ＡＬＰＳ処理水に現実的に実用可能な技術、こ

ういったものがあれば積極的に取り入れてまいりたいと考えております。2021年５月から国内

外から分離技術の公募を実施しておりまして、これまで14件が一次評価、二次評価を通過して

おります。当社は、技術公募と評価を継続するとともに、二次評価を通過した提案につきまし

ては、実地適合性、実現可能性の検証を実施していただき、実用化に向け課題の明確化を図っ

てまいります。 

  次に、10ページになりますけれども、こちらにはＡＬＰＳ処理水希釈放出設備の工事の状況

をお示ししております。 

  原子力規制委員会に認可された実施計画に基づきまして、設備を設計・建設しております。

また、並行して原子力規制委員会による使用前検査によりまして、設備が実施計画どおりに建

設されていることを確認していただいております。昨日６月12日からは、放水トンネルを使い

ました海水ポンプ等の試運転を開始しております。2023年、今年春頃の設備設置を目指して、

安全を最優先に工事を進めてまいります。 
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  次に、11ページ目をご覧いただきたいと思います。こちら以降につきましては、ご理解に向

けた取組ということでご紹介させていただきます。まず、こちらでは、ご懸念やご関心に向き

合い理解を深めていただく取組ということで、関係する方々への訪問説明ですとか説明会の開

催等、様々な機会を捉えたコミュニケーションですとか地域イベント等への参加、続いて、12

ページに行っていただいて、首都圏におけるイベント出展、福島第一原子力発電所の視察・座

談会の実施などを行っております。 

  次の13ページになりますけれども、こちらでは、国内外への正確で分かりやすい形での情報

発信の取組になります。科学的知見に基づく情報ですとか安全対策に関する情報、環境・健康

への影響懸念払拭に関する情報といたしまして、福島県内及び近隣県のメディアへの新聞広告

の掲載ですとか、解説動画の作成、14ページのほうをご覧いただきますと、交通広告（デジタ

ルサイネージ）を、ＪＲ東京駅や品川駅、また、成田・羽田・関西の各空港での実施、あるい

は、下段のほうをご覧いただくとＦＭいわきでの番組放送などの取組を行っております。 

  また、15ページのほうをご覧いただきますと、こちらは国際社会向けの取組で、海外メディ

アからの取材の受入れや、情報発信につきましても、英語のみならず、中国語や韓国語など多

言語化を行って発信をしているという状況となっております。 

  また、お手元の資料、下のほう、最後のほうをご覧いただきますと、廃炉情報誌「はいろみ

ち」というものをお配りさせていただいております。また、最後のＡ４縦１枚ものになります

が、「東京電力ホールディングス株式会社からのお知らせ」をつけさせていただきました。こ

れは、住民の方々にお配りして情報発信を行っているというものです。 

  「はいろみち」の１ページ目から３ページ目では、ＡＬＰＳ処理水についてお伝えさせてい

ただくため特集をしており、東京電力からのお知らせも、裏面のほうをご覧いただきますと、

ＡＬＰＳ処理水の設備の工事の進捗についてお示しをしておりますので、こちらも併せてご覧

いただければと思います。 

  最後、16ページ目になりますが、こちらのほうは福島県産品の流通促進の取組になります。

風評影響を最大限抑制するとの強い決意の下、水産物を中心とした販路の開拓・消費拡大等の

流通促進の活動を継続・拡大するとともに、小売店、飲食店と連携したイベントの開催等、福

島県産品の取扱い拡大に取り組んでおります。 

  また、国のほうが設立されております「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」、こうい

った取組にも参画しまして、常磐ものの魅力発信、消費拡大にご協力をしているという状況で

ございます。 
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  以上、ここまでＡＬＰＳ処理水の安全確保、そしてご理解に向けた情報発信の取組について

ご説明させていただきました。 

  私のほうからは以上となります。 

 

【牧田議長】 

  ありがとうございました。 

  続きまして、資源エネルギー庁から、ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針の着実な実行

に向けた行動計画に基づく対策の進捗状況について説明をお願いします。 

 

【資源エネルギー庁 廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所 鈴木所長】 

  皆さん、こんにちは。資源エネルギー庁の鈴木と申します。 

  本日は貴重な機会をいただき、ありがとうございます。まず、処理水の処分に関しまして、

関係者の皆様方に様々なご不安、ご懸念あるいはご心配をおかけしてございます。この場をお

借りしまして心よりお詫びを申し上げます。また、このような機会を与えてくださいまして、

関係者の皆様方に心より感謝を申し上げます。 

  私のほうからは、資料２の資料に基づきまして、国の取組につきまして説明をさせていただ

きます。恐縮ですが、着座にて失礼をいたします。 

  表紙を１枚めくっていただきますと、左側が青、右側が赤の横長のスライドが出てまいりま

す。 

  こちらは、国のＡＬＰＳ処理水の放出に関する行動計画をまとめたものでございます。一番

上に書いてありますとおり、２年前の４月に海洋放出の基本方針を策定いたしましたが、これ

は、安全の確保、それから風評対策、この２つが大前提ということで決定をいたしております。

この２つについて様々な取組を進めてきております。 

  上から４番目の矢羽根をご覧ください。具体的な海洋放出の時期として、本年春から夏と見

込むと書いてございます。それまでのプロセスとして、１行上に３つ書いてございます。放出

設備工事の完了、それから規制委員会による使用前検査、そしてＩＡＥＡの包括的報告書、こ

れを経て、状況を見て海洋放出を見込んでいるということでございます。 

  今回は、前回２月の会合以降の取組についてメインにご紹介をいたします。 

  ３ページ目から６ページ目でございますが、ＩＡＥＡによるレビューを書いてございます。

ＩＡＥＡのレビューも大きく分けて３つございます。 
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  １つ目が、３ページ、安全性に関するレビューというのが１つございます。放出設備の安全

性、放出する水の安全性、あるいは環境影響評価、こういったことをＩＡＥＡに評価をいただ

きます。その報告書が４月の５日に出てございます。大きな問題の指摘はなされてございませ

ん。 

  それから、２つ目のレビューでございますが、４ページ目をご覧ください。これは、規制に

関するレビューというものです。規制当局、日本では原子力規制庁さんが担当されておられま

すけれども、原子力規制庁がしっかりと規制を行っているか、行う能力があるか、こういった

ことをＩＡＥＡに審査をいただいています。この報告書が５月の４日に公表されてございます。 

  それで、次の５ページ目をご覧ください。もう一つのレビューでございますけれども、放射

性物質の分析に関するレビューでございます。これは、ＩＡＥＡも処理水を持ち帰って実際に

分析を行っております。それを見て、東京電力の放射性物質の分析能力がしっかりしたものか

どうか、これをレビューしているということでございます。 

  この大きく３種類のレビューを受けた形で、包括的な報告書というものが今年の前半に出て

くることが予定されています。 

  ６ページ目をご覧いただければと思います。 

  ６ページ目の一番下でございますが、今後公表される予定の包括報告書、これが今申し上げ

た報告書でございます。これのために包括レビューミッションというのが先月末から来日をさ

れて実際のレビューをしてくださってございます。 

  次の７ページ、８ページは、海洋生物の飼育につきましては先ほど東京電力からご説明あり

ましたので、説明は省略をさせていただきます。 

  ９ページ目をご覧ください。 

  モニタリングの数字の読み方、あるいはどう理解をすべきかということを特に流通小売事業

者の方々にご理解いただく取組として、シンポジウムを行ってまいりました。前回もご紹介を

しておりますけれども、第３回目、５月に行いましたので、こちら改めて紹介をさせていただ

きます。 

  続きまして、理解醸成の取組について、主な取組をご紹介申し上げます。 

  11ページ目をご覧ください。 

  一般の消費者の方々にこの処理水の安全性、あるいは性状、こういったものについてしっか

り知っていただくということが風評影響の抑止のためにも何よりも大事だと考えてございます。 

  11ページ目、真ん中に西村大臣の動画がございますけれども、これの少し下のほうにも、小
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さくて恐縮なんですが、１、２、３、４、５と５つのテーマについて動画を作っております。

６月からまたこの動画の取組を強化いたしまして、３日間で延べ20万回ぐらい再生回数がカウ

ントされております。非常に多くの方々に見ていただいていると実感をいたしております。 

  12ページ目をご覧ください。 

  コロナも収まって、あちこちイベントも盛んになってきておりますけれども、そういうとこ

ろにブースを出展してパンフレットを配布する、あるいは高校に行って出前授業を行う、こう

いった取組を行っております。 

  今日お配りしている資料の中に、水色で「廃炉の大切な話」という冊子を入れさせていただ

いてございます。これを、このブースであるとか出前授業の場において説明をさせていただい

ております。非常に基本的なところから丁寧に書いてございますので、お時間のあるときにぜ

ひ見ていただければと思います。 

  13ページ目をご覧ください。 

  13ページ目からは、少し国際的な取組についてお話を申し上げます。 

  13ページ目は、輸出関連の事業者の皆様方と情報交換を行っております。日本の食品に対す

る輸入規制の兆し、こういったものの動向について意見交換を行い、また理解醸成を進めてい

くという取組でございます。ご要望を受けて、まさに輸出事業者様が使えるようなリーフレッ

ト、こういったものも作ってお役立ていただいております。 

  14ページ目をご覧ください。 

  ５月の広島のサミットでございますが、ここの首脳声明におきましても、このＡＬＰＳ処理

水に関連する言及がなされております。廃炉作業の着実な進展、日本の取組、こういったもの

を歓迎する、また、ＩＡＥＡによる独立したレビューを支持するという内容が公表されており

ます。 

  次の15ページ目をご覧ください。 

  ２国間関係でも輸入規制の緩和に向けた働きかけを進めてございます。15ページ目は例えば

韓国でございますけれども、５月の日韓首脳会談での動きを受けまして、５月の後半、次の16

ページ、17ページでございますけれども、韓国の専門家による現地視察団を受け入れる形とい

たしました。基本的に韓国側の求めにできる限り対応をして、誠実に対応をしたところでござ

います。先方からも、拒まれたものはないということでコメントをいただいてございます。こ

ういった取組が、韓国の国内での理解醸成が進むことを期待をしてございます。 

  18ページ目をご覧ください。 
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  12年前の発災以降、輸入規制を行う国が大分減ってまいりましたけれども、まだ数か国残っ

てございます。こういうところに対しても、科学的あるいは客観的な情報をしっかりと、あら

ゆるトップから事務的なレベルで働きかけを行う、あるいは理不尽な主張に対しては毅然とし

た対応を取っていく、こういったことを積み重ねてございます。 

  次の19ページをご覧ください。 

  漁業者との対話も積み重ねてございます。ここの資料には昨年の10月、それから今年の２月

の漁業者との対話の写真が載っておりますけれども、すみません、今日の資料には間に合わな

かったんですが、先週も相双漁協の今野組合長が上京して西村大臣と会っておりますし、また、

６月10日の土曜日には、西村大臣が宮城県漁協、福島県漁連、そして茨城沿海地区漁連、こち

らを回って意見交換を行っているところでございます。今後とも相互の理解を深めていく、こ

ういった取組を進めてまいります。 

  21ページ目以降をご覧ください。 

  風評対策の一端でもございますし、あるいはこの三陸常磐の水産品、こういったものの魅力、

安全性、これを広く一般の消費者の方々に訴求をしていく、こういった取組は引き続き続けて

ございます。「ごひいき！三陸常磐キャンペーン」は前回もご紹介申し上げましたけれども、

第３弾として３月には東京ドームにおけるオープン戦でのイベントも行ってございます。 

  先ほど東京電力のほうからもご紹介ありました「三陸・常磐ものネットワーク」という取組、

22ページをご覧いただければと思いますけれども、この供給者と需要者をつなげる、需要者を

非常に大きく組織化していくといった取組でございますけれども、こちらには、需要側として

既に1,000を超える企業が参加をいただいてございます。何とかして何としてもこの買い控え、

こういった動きを防いでいくための応援団と考えてございます。 

  23ページ目をご覧ください。 

  三陸・常磐ものにつきましては、２月、３月にも期間を決めてプロモーションを行いまして、

約15万食のお弁当その他の食事、こういったものが消費をされるという形になってございます。

引き続き、こういった取組も進めてまいります。 

  24ページ目をご覧ください。 

  それでも風評の影響が出ているといったお声もございます。こういったお声については、し

っかりと調査を行って、個別にヒアリングを行って、実態をつかんでまいります。また、こう

いった調査、アンケート調査を踏まえた上で、様々なＱ＆Ａ、リーフレットを作ったり、ある

いは引き続き品目を扱っていただけるような要請、こういったものも出させていただいてござ
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います。 

  25ページ目をご覧ください。 

  こちらは、スーパーマーケットあるいはチェーンストア、こういった小売関係の業界団体の

集まりでございます。処理水についても非常に研究をしていただきまして、海洋放出が開始さ

れた後も三陸・常磐ものをこれまでどおり取り扱っていきたいという宣言をいただいてござい

ます。もちろん、引き続き、国、東電のしっかりとした取組をしていくということが前提だと

考えてございます。 

  27ページ目以降でございますけれども、これは必要に応じて東京電力のほうからも説明があ

るかと思いますが、賠償、セーフティネットとしてしっかりと、これは国も前面に立つ形で、

必要十分な賠償を行っていく、あるいは立証負担、こういうのを軽減していく、こういった取

組を行ってまいりたいと思ってございます。 

  時間も限られておりますので、私からの説明は以上とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

【牧田議長】 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に移らせていただきます。これまでの説明についてご質問、ご意見がある方

は挙手をお願いいたします。観光物産交流協会さん、お願いします。 

 

【公益財団法人福島県観光物産交流協会 守岡理事長】 

  観光物産交流協会の守岡と申します。どうぞよろしくお願いします。 

  私、立場上、観光物産の面から風評対策についてちょっとお聞きしたいんですけれども、

様々な風評対策、こういったものを様々おやりになっておられるということは十分理解はさせ

ていただくんですけれども、この様々な対応が具体的にどうなのか。例えば、インバウンドの

数の動向とか県内の旅館、ホテルへの宿泊者数、そういったものがコロナ禍から今全国的に回

復傾向にありますけれども、その回復度合いが他県と比べてうちの県はどうなのかとか、そう

いった定点観測的なもの、それをしっかりと把握していただいて、それぞれのターゲットごと

に目標値と申しますか、そういったものがもしおありであれば、そういった定点観測をしっか

りとしていただきながら、効果ある事業にしていただかないと、こういった我々のほうは大変

な状況になってしまうのかなと思いますので、しっかりとそういった目標値なりＫＰＩなり、
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そういったものがもしおありであれば教えていただくということと、なければそういったもの

が必要なんではないかということをお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。 

 

【牧田議長】 

  資源エネルギー庁さんでよろしいですね。 

 

【資源エネルギー庁 廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所 鈴木所長】 

  貴重なご指摘をありがとうございます。 

  ご指摘のとおり、この風評対策が具体的にどのような効果を上げているか、定量的に把握す

ることは非常に重要だと考えてございます。先ほども風評影響についての調査、あるいは事業

者さんの調査、こういったことについてもご説明申し上げましたけれども、様々な統計データ、

あるいはお取引の状況、観光分野も含めてでございますけれども、しっかりと把握をしていく

ということを続けてまいりたいと思っております。それで、もし風評影響の兆しがあるようで

あれば、事実関係をしっかりと把握する、あるいはそれに対してどのような対応が必要かとい

うことも迅速に対応していきたいと考えてございます。 

 

【公益財団法人福島県観光物産交流協会 守岡理事長】 

  ありがとうございます。 

 

【牧田議長】 

  よろしいですか。 

 

 

【公益財団法人福島県観光物産交流協会 守岡理事長】 

  ちょっと１例だけ述べさせていただきますと、今年２月に、台湾のほうに教育旅行の誘致の

ために私どもお伺いさせていただいたんですけれども、そういう中で、やはり一部の方からは、

福島県のこの廃炉の関係とか、こういったものはどうなっているんでしょうかというようなご

質問があるんですよね。私も実際質問を受けまして、私のつたない説明でも理解はしていただ

く、そういったことがありました。 

  海外のほうではそういった質問を受けるんですけれども、その要因というのが、やはり国内
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ではこういった処理水の関係とか廃炉の関係の進捗状況などを客観的にお伝えしている状況に

あろうかと思うんですが、海外のほうに行っちゃうと、一部のトピックス的な印象が深いよう

なちょっと強烈な、そういったものしか、全世界の中の一部のそういった情報になっちゃうと

なかなか難しい面がありますので、そういったインバウンド対策向けもしっかりとやっていた

だけるとありがたいなと思っています。よろしくお願いします。 

 

【資源エネルギー庁 廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所 鈴木所長】 

  海外に対する情報提供、非常に重要だと考えてございます。先ほどご紹介した理解醸成の取

組、こういった様々なコンテンツを作っておりますけれども、英語版を作ったり、あるいは物

によっては中国語その他の言語、こういったものへの対応というものも進めてございます。引

き続き、インバウンド等も含めて、観光客、観光関係の情報というものも充実をさせていけれ

ばいいなと考えてございます。ありがとうございます。 

 

【牧田議長】 

  ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

【福島県飲食業生活衛生同業組合 福地専務理事】 

  福島県飲食業生活衛生同業組合専務理事の福地でございます。 

  いろいろ風評対策等をやられているんだなということは理解をされております。ただ、27ペ

ージに風評被害に対する賠償ということがあって、万が一あったときは賠償をしっかりやりま

すよというふうなことは書いてございますが、現在、原子力損害賠償の追加の補償の問題、や

っておられると思うんですが、大変進んでいない状況ですね。今、新聞報道によると２％ぐら

いということで、手続等も非常に分かりにくいというか、電話もまるっきりつながらないとい

う状況で、今そういう状況のことを見ると、どうしても風評被害に対する賠償も、結局やるや

るとは言っても、そういう状況で手続が大変だったり、遅れたりということが起きるんじゃな

いかなということを感じてしまうんですが、その辺、どのような対応というか、今の原子力の

あれについてもお話をお聞かせいただければと思います。 

 

【東京電力福島復興本社 髙原代表】 

  東京電力福島復興本社の髙原でございます。 
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  まず、中間指針の第五次追補追加賠償の件につきましては、いろいろお問合せが多く、また

電話がつながりにくいなど、いろいろご迷惑、ご心配をおかけしておりますこと、お詫びを申

し上げます。風評賠償は大丈夫なのかといったご心配について、大変重く受け止めさせていた

だきます。追加賠償につきましては、震災直後とほぼ同じぐらいの人数の方が一斉に今、賠償

を受け付けるという形で、ご迷惑をおかけしています。今、これにつきましては、しっかり体

制を整えていろいろ強化をしているところでございます。お詫びを申し上げるとともに、しっ

かりやっていくということで、今、お示しさせていただきます。 

  風評賠償につきましては、これは、まず風評はあってはならないことだと思っておりますが、

それでもなおというところで、賠償をという形の枠組みをつくらせていただいております。風

評賠償につきましては、期間とかあるいは地域とか業種に限らず賠償させていただくというこ

とはお話し申し上げております。ただいまいただきましたご心配がないように、しっかり今回

の今の追加賠償の反省も含めて、風評賠償は無いにこしたことはありませんが、万が一のとき

に備えて、しっかり準備をさせていただきたいと思います。申し訳ございません。 

 

【牧田議長】 

  ほかにございますか。どうぞ。 

 

【田村市 根内喜代重】 

  田村市の根内といいます。よろしくお願いいたします。 

  先ほど説明いただいた中で、１点質問させていただきたいと思います。 

  資料の１－１の概要版３ページにあります安全対策についてですが、この３ページの右下の

下から３行目のところに、「また、放出後の海域におけるトリチウムの状況については、国の

「総合モニタリング計画」のもとで、当社だけでなく複数の機関で分析されます」となってお

ります。つきましては、この当社だけでなくという複数の機関での分析ということについて、

具体的にどのような機関で分析されていくのか。併せまして、その分析結果についてどのよう

に公表されていくのか。そういったことについて教えていただければと思います。 

 

【牧田議長】 

  どうぞ。 
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【原子力規制庁 南山】 

  今、海洋モニタリングの結果ということに関連して、私、原子力規制庁の南山と申します。

原子力規制庁で、この総合モニタリングの計画に則った調査の全体取りまとめ、データの取り

まとめをしておりまして、結論のほうから申しますと、各機関から出された公表されたデータ

につきまして、原子力規制委員会のホームページという中にこの専用のページを用意しており

まして、そこで全体をまとめて公表させていただいております。 

  それから、どんな機関がやっているかということですけれども、もちろん東京電力もやって

いますし、原子力規制庁自身もモニタリングしてございます。それから、ここにいらっしゃい

ます福島県さんのほうでも分析・測定をしているという形であります。それから、さらに海の

ほうでありますと、水産庁関係も水産物の海生生物の調査、この結果を発表しているというこ

とになります。それから、沿岸の海水とか、それから湖沼といったような分野に関しては、環

境省のほうでもやっております。それから農畜産物、これは農林水産省、それから飲み水とか、

そういったところも関連するところは厚生労働省関係でまとめております。こういった大体国

の関係、それから県、そういったところが、電力も含めて測定機関として実施をしておると。

それで、その全体の公表されたデータの取りまとめを、原子力規制委員会の専用ページで取り

まとめて公表していると、こういった流れでございます。 

  以上でございます。 

 

【田村市 根内喜代重】 

  ありがとうございます。そうしますと、放出後の海域におけるトリチウムの状況ということ

についても、今お話しいただいた各関係機関でそれぞれいろいろやられているということでよ

ろしいんですね。 

 

【原子力規制庁 南山】 

  はい、おっしゃるとおりでございます。 

 

【田村市 根内喜代重】 

  ありがとうございました。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 
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  議長、東京電力ホールディングスの松尾でございます。私のほうからも、１点補足させてい

ただきたいと思います。 

  ご質問のお答えにつきましては、原子力規制庁さんのほうからご回答いただいたとおりです

が、東京電力の取組といたしましても、資料１－２詳細版の67ページをご覧いただければと思

います。 

  こちら、67ページのところで、我々、包括的海域モニタリング閲覧システム、略してＯＲＢ

Ｓと呼んでおりますが、こちらでは、東京電力のモニタリングの結果のみならず、国の、水産

庁さま、環境省さま、あるいは福島県さま、等の分析の結果も、画面の例がお示ししておりま

すけれども、地図上にサンプリングポイントをお示ししておりまして、この画面上をクリック

していただくことで分析結果をトレンドグラフでお示しをするというところで、様々な機関の

分析結果を一元的にご覧いただけるところも設けておりますので、ぜひご参照いただければと

思います。 

  以上でございます。 

 

【牧田議長】 

  ほかにございますか。どうぞ。 

 

【富岡町 石黒洋一郎】 

  富岡町の石黒と申します。 

  資料２の11ページ、全国規模での広報の実施ということだったんですけれども、こちら、テ

レビＣＭでは「ＡＬＰＳ処理水って何？」、ウェブ広告では「みんなで知ろう、考えよう。Ａ

ＬＰＳ処理水のこと」ということで書いてあるんですけれども、これって結局、国民一人一人

に安全かどうかについて判断を求めているという形になっていると思うんです。これでウェブ

とかそういったものを見て理解していただける人というのはごくごく少数だと思いますので、

そういったものでは国民の理解というものは得られないのではないか、国のほうでしっかり安

全だというふうに断言しないと、ＡＬＰＳ処理水の放水というのは無理なんではないかと私は

思うんですけれども、もっと踏み込んで広報することはできないのでしょうか。 

 

【資源エネルギー庁 廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所 鈴木所長】 

  広報についてのご指摘をありがとうございます。 
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  私どもも、より広い一般の消費者の皆様方、国民全般の方々に対しまして、いかに情報発信、

それから理解醸成をいただくかということを工夫をしてございます。テレビのＣＭというのは

かなり一時期流しておりましたけれども、その後また新聞の広告、それからこちらに書いてあ

るウェブ上の動画、このほかにも、例えば雑誌であるとか、それから様々なイベントにおける

情報発信、この後、出前授業であるとか様々なイベントでの情報発信のことも書かせていただ

いておりますけれども、あらゆるそういった方策を使って、この処理水の性状、安全性、それ

から放出の内容、こういったことについて、さらに情報発信に努めてまいりたいと思います。

ぜひこのような情報発信をもっとすべきであるといったご提言等ございましたら、しっかりと

受け止めて対応してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【富岡町 石黒洋一郎】 

  続けてよろしいでしょうか。 

 

【牧田議長】 

  どうぞ。 

 

【富岡町 石黒洋一郎】 

  もっと強い形で広報していかないと、ＡＬＰＳ処理水の放水についてはできないというふう

に思ったところであったんですけれども、それとはまた別に、資料１－１の８ページで、トリ

チウム水で飼育の実施をなさったということで、非常に有意義な実験だと思っております。た

だ、これが国民目線でこれがじゃあ安全なのかどうなのかというと、また別なのかなと思いま

す。このベクレルとか、そういった表現、いわゆる放射能イコール毒みたいな、そういったイ

メージの範囲で広報されていると思うんですよ。そういったものではなく、もっと身近なもの

で分かりやすく、３秒５秒で国民が安全だと理解できるような広報の仕方、例えば日頃から食

べているバナナ、カリウム40で放射能含まれていますけれども、それと比較してどのぐらい放

射能が入っていて、これはどのぐらい安全なのかというふうに、幼稚園児だったり主婦目線で、

そういったものでもしっかり３秒５秒で理解できるような内容で広報していただきたいなと思

います。 

  続きまして、同じく資料１－１の16ページ、ご理解に向けた取組となっているんですけれど

も、こちらは、こういった取組をするに当たって、漁協さんと連携とか取れているのでしょう
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か、どうなんでしょうか。こういったイベントをやるからには、福島県産のしっかりいい海産

物を使って、しっかり間違いのない調理法で確実においしいものを提供しないと、せっかく食

べてもらっても福島県産おいしくないななんていうことになってしまうと、風評被害ではなく、

実害になってしまいます。その辺、しっかり対応していただきたいと思います。例えば、テレ

ビでも有名な一流シェフなどを呼んで、皆さんにおいしく食べてもらって話題にしてもらうと

か、そういったことを考えていただければと思います。 

  以上です。 

 

【牧田議長】 

  どうぞ。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。 

  まず、８ページ目の海洋生物の飼育試験でいただいたご質問のご回答をさせていただきたい

と思います。資料の中にも書かせていただきましたが、こちらは特にトリチウムが生物内で濃

縮されるのかどうかといったところがご心配の方もいらっしゃると考えておりますので、そう

いったところに対し、これまでの知見と変わらないということを今回の試験を通じてこちらの

グラフではお示ししたというものになってございます。 

  一方で、やはりちょっと専門的なお話もあって分かりづらいというところもあろうかと思い

ますが、そういったところにつきましては、飼育をしている状況をYoutubeを使いライブ配信、

24時間365日実施してたり、あるいは我々のホームページ上で飼育日誌というところでお示し

したりしています。これは、ＡＬＰＳ処理水を添加した水と、通常の海水の２つで比較をしな

がら飼育をしており、いずれの水で育てた生物につきましても生育状況は変わらないというこ

とがご確認いただけるかと思っておりますので、そういったところを通じて、しっかり我々の

運用目標を満たした水については、放出をした際にも生物に与える影響はないというところを

お示しできているものだと思います。 

  しかし、いただいたようなご意見も含めながら、情報発信の仕方を改善していければと考え

ております。 

 

【牧田議長】 
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  どうぞ。 

 

【東京電力福島復興本社 髙原代表】 

  東京電力福島復興本社の髙原でございます。 

  風評影響の抑制のための取組、貴重なご意見いただきましてありがとうございます。ここに

つきましては、確かにご指摘のとおり、有名なシェフや、あるいは、まずおいしいものをとい

うところが大事なところだと思っており、私たちも、よくよく同じ考えでございます。 

  今現在、県内の例えば有名であるとか、おいしいと評判であるとかのお店に、キッチンカー

を出店していただくなどの取組をしております。これは、福島県内はもちろんですが、まずは

大消費地である関東の東京であるとか、関西の大阪であるとか、今回、広島にも出店しました。

あとは、大使館等をいろいろご訪問する中でお声がけいただいて、海外でも今、取組をしてい

るところもございます。 

  ご指摘いただいた、まずはおいしくなければというところでございますが、ここにつきまし

ては本当に皆さん「美味しい」「美味しい」と仰ってくださっている中で、いわゆる忌避、そ

の事故の関係でということで嫌だという方は、まず私たち今これまで何年かやっている中では、

直接、そのようなことはないという手応えは確かなものを感じております。 

  ただ、仰るとおり、流通がなかなか震災以降進まないという中でこれを何とか促進させてい

ただこうと今やっているところでございますので、ご指摘のところは私たちも十分踏まえて、

さらにそういった効果的なものを取り組んでいこうと思っておりますので、しっかりやらせて

いただきたいと思っています。ありがとうございます。 

 

【牧田議長】 

  よろしいでしょうか。 

 

【資源エネルギー庁 廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所 鈴木所長】 

  資源エネルギー庁でございます。 

  この風評対策ということで様々なイベント等もさせていただいております。福島県漁連さん、

あるいは他県の漁連、漁協、こういったところとも可能な範囲ではございますけれどもしっか

り協力をしながら、確かに処理水放出に関しましてはスタンスが異なっているところではござ

いますけれども、ただ、海産物をしっかりと一般の消費者のほうに届けていく、適正な値段で
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届けていく、こういったところでは私ども共通していると考えてございますので、こういった

ところでしっかりと連携をして、相互の理解を進めていきたいと、こういうふうに考えてござ

います。 

 

【牧田議長】 

  ほか、いかがでしょうか。少し時間が押してきましたので、あと１人か２人でお願いできれ

ばと思います。どうぞ。 

 

【双葉町 中野守雄】 

  双葉町の中野と申します。よろしくお願いします。 

  風評被害ということで、海洋放出に対して福島県とか、あと県の協連さん、あと相双の漁連

さんのほうから強い要望があって、放出はしないでくださいと、そういう要望の新聞記事等を

見させていただいています。海洋放出した場合、これも新聞のあれなんですけれども、中国の

ほうでは福島県産の商品に対しては不買をしますという、そういう記事も載っかっていました。 

  電力さんの出している分析データとかはＩＡＥＡさんも評価していまして、間違いはないで

すよという、そういう結果も出ているのに、そういうふうにまた風評が出る、海洋放出にする

とまた風評が出るという、その辺のいたちごっこというか、その辺の対策で、国が前面に出て、

どういうふうにしてＰＲをして、安全なんだというふうに強い指導力でもって進めていってほ

しいなという要望をさせていただきたいと思います。 

  それと、先ほど規制庁さんのほうから、ＩＡＥＡさんが資料を持ち帰って総合評価をします

と。その総合評価した結果で、海洋放出というそういう流れになるんでしょうか。ちょっとそ

の辺、聞きたいなと思いました。 

 

【資源エネルギー庁 廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所 鈴木所長】 

  資源エネルギー庁からお答え申し上げたいと思います。 

  まず、１つ目、海外における風評の発生に対するしっかりとした申入れ、情報提供、情報発

信、これは非常に重要な点であると考えております。先ほどご説明でも申し上げましたけれど

も、いわゆる閣僚クラスから事務レベル、あらゆるレベルにおきまして、客観的あるいは科学

的な知見に基づく情報、それからＩＡＥＡによる見解、こういった客観的な科学的な説得力の

ある情報を常に先方に提供しているということでございます。例えば、中国、ロシア、公開の
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質問状のようなものも出してきていますけれども、それに対してもしっかり公開の形で返信を

し説明を行っております。こういった科学的な根拠に基づく説明ということをしっかりと繰り

返して、ややもすると理不尽な要求等もあるわけですけれども、こういったものには毅然と対

応していくという形で対応してまいりたいと考えてございます。 

  それから、２つ目でございますけれども、ご指摘のとおり、ＩＡＥＡから包括的な報告書と

いうものが今年前半に出ると言われてございます。私どもも、このＩＡＥＡの包括的な報告書

というのは非常に重要なものと考えてございますので、ここでオーケーが出ない限りは、なか

なか先には進めないと考えてございます。 

 

【牧田議長】 

  どうぞ。 

 

【原子力規制庁 南山】 

  原子力規制庁でございますが、１点だけ、ＩＡＥＡが試料を持ち帰ったものの分析というの

はどうかということですけれども、これにつきましては、エネ庁さんの資料で恐縮ですけれど

も、そのほうで第２回目の報告書が出ておりまして、ここで分析結果は良好ということで結論

はいただいておると理解しております。 

  以上でございます。 

 

【牧田議長】 

  ちょっと時間押しています。どうしてもという方がおりましたら。よろしいでしょうか。 

  そうしましたら、議事の２のほうに移りたいと思います。東京電力福島第一原子力発電所の

廃炉に向けた取組についてということで、東京電力及び原子力規制庁からご説明をいただきま

す。質疑については説明後、一括してお受けしたいと思います。 

  まずは、東京電力から、燃料デブリの取り出しに向けた作業及びペデスタルの状況について

説明をお願いします。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。引き続き私のほうから、福島第一原子力発

電所の廃炉に向けた取組についてご説明させていただきますけれども、ただいま議長のほうか
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らもございましたとおり、本日は、最近の廃炉作業のトピックスのうち、燃料デブリの取り出

しに向けた作業及び１号機ペデスタルの状況についてご説明をさせていただきたいと思います。 

  資料につきましては、引き続き１－１、概要版のほうになります。 

  18ページをお開きいただきたいと思います。 

  まず、18ページ目、燃料デブリの推定分布ですが、12年前の事故時に運転中であった福島第

一の１号機から３号機におきましては、事故によって原子炉内の燃料が溶融した後、冷えて固

まって、原子炉格納容器、いわゆるＰＣＶの中で燃料デブリという形で存在しているという状

況です。ＰＣＶの中は放射線量が非常に高くて、人間が近寄って状況を確認するということが

できませんので、これまでに様々な方法によって燃料デブリの分布について調査、推定してま

いりました。遠隔操作ロボットを使った調査ですとか、あるいは机上での事故進展解析、あと

はミュオンと呼ばれる宇宙線になりますが、こういったものを利用した撮影調査を実施してお

ります。そういった結果から推定される燃料デブリにつきましては、図にお示ししたような形

になっておりますが、ご覧いただけるとおり、号機によって状況が違っているというような状

況です。 

  こういった調査の状況等から、取り出し作業における安全性ですとか確実性、迅速性、あと

は使用済み燃料の取り出し作業状況、こういったことを踏まえまして、私たちとしましては、

現在、２号機につきまして燃料デブリ取り出しの初号機といたしまして、今年度後半を目標と

しております取り出し開始に向けまして、作業の安全性と確実性を高めていくというような準

備を進めている状況となっております。 

  燃料デブリの試験的取り出しにつきましては、ロボットアームという装置を使いまして燃料

デブリにアクセスして、格納容器、ＰＣＶ内の粉状の燃料デブリ数グラムを数回に分けて取り

出す予定としております。 

  めくっていただいて、19ページをご覧いただきたいと思います。 

  ここからは１号機のほうになりますけれども、原子炉格納容器、ＰＣＶ内に、こちらの水中

に遠隔操作ロボットを進入させて内部の調査を行ってまいりましたが、その結果についてご説

明したいと思います。 

  １号機におきましては、燃料デブリの取り出しに向けて、ＰＣＶ内部の詳細な状況を確認す

るために、2022年の２月、昨年の２月から今年３月にかけて６種類の水中遠隔操作ロボットを

使って調査を実施してまいりました。 

  これまでの調査の結果、ＰＣＶの底部におきましては、板状ですとか塊状、こういった堆積
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物、そういったものを粉状、泥状の堆積物が薄く覆っている状況、また、燃料デブリに由来す

る物質がペデスタルの外周部に広く存在しているということなどが確認されました。 

  また、ペデスタルという、原子炉圧力容器、原子炉があるところですけれども、そちらの土

台、支えのペデスタルの内側におきましては、こちら鉄筋コンクリート製になりますが、その

ペデスタルの壁面の一部でコンクリートが損傷していて鉄筋が露出しているという映像が確認

されました。ペデスタルの内側の状況につきましては、次で詳しくご説明したいと思います。 

  今後、さらに１号機のＰＣＶ内部の気中調査といったところも含めたペデスタル内外の調査

を行う計画としております。今年度後半に計画しております２号機の燃料デブリ取り出しを通

じて得られる知見、こういったところも踏まえまして、１号機の燃料取り出しの方法を決定し

て、取り出し設備の設置等の準備を進めてまいりたいということで考えております。 

  20ページのほうをご覧いただきたいと思います。 

  こちらは、今年の３月の末に実施いたしましたペデスタルの内部の詳細調査の結果になりま

す。ペデスタルにつきましては、左側に図をお示ししております。ＰＣＶ内、フラスコの形を

したＰＣＶの中にカプセル状に見えます原子炉圧力容器というものがありますが、これを下か

ら支えている土台をペデスタルと言います。今回の調査で得られたペデスタル内部の映像から、

代表的な写真をこちらのほうにおつけしております。 

  まず、下側をご覧いただきますと、写真③ということでお示ししておりますが、ペデスタル

の内側のパノラマ写真になります。ペデスタルの内側の状況につきましては、写真の右側のほ

うに、吹き出しをおつけしておりますけれども、床面から大体１メートル程度の高さ、我々大

体1.3メートルぐらいの高さと考えており、こちらに棚状に見える堆積物がありまして、それ

よりも下側につきましては、コンクリートが一部消失しておりまして、配筋、中の鉄筋が露出

しているということを確認しております。これは壁面全周にわたってそのようになっていると

考えています。また、同じく写真③の中央部の辺りになりますが、床面の全域にわたって高さ

が１メートル未満ぐらいの堆積物が広がっており、特に水色の点線で囲った箇所につきまして

は、もともと上部のほうにあった構造物、そういったものの一部が落下しているものというこ

とで確認しております。 

  また、上にあります写真①と②、こちらにつきましては、水中ロボットからペデスタル内で

上のほうを見上げたような写真となっております。ご覧いただけますとおり、ペデスタル内の

上部には構造物が残存しておりまして、一部はもともとあったところから下のほうに脱落して

いるということが確認できました。 
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  特に、右側の写真②の右上をご覧いただきますと、構造物のほうに溶融物が固化して付着し

たと思われるような塊、こちらについては燃料デブリの可能性が高いと考えられますけれども、

そういった溶融物が付着しているという状況も確認されております。また、同じ写真の右下、

水色の点線で囲ったところ、黒い空間という吹き出しがありますが、こちらは光の反射がなく

黒い空間のように見えるというところで、こちらは、もともとあった構造物が脱落して、それ

よりも上のほうにある原子炉圧力容器の底部、こちらに穴が空いている可能性があるのではな

いかということで考えております。 

  このように、ペデスタル内部の状況が確認されましたけれども、特に壁面のコンクリートが

消失していて鉄筋が露出しているというところにつきまして、ペデスタルの支持機能を考察し

てみました。 

  次の21ページ目をご覧ください。 

  ペデスタルのほうには内部にアクセスするための開口部がございますけれども、内部調査に

おきましては、その開口部付近のコンクリートの損傷が比較的激しい状況にありましたが、そ

こで露出している鉄筋、そういったところには目立ったたわみですとか変形というものが確認

されていないという状況です。そういった状況から、現時点におきましては、これまでの地震、

昨年や一昨年大きな地震がありましたが、そういった地震に対してもペデスタルの支持機能は

維持されていると考えております。 

  また、今後については、これまでのペデスタルの強度評価結果などから、ペデスタルが沈下、

沈み込む可能性の否定はできませんけれども、大規模な損壊等に至る可能性は低いと想定して

おります。 

  そういった理由を下のほうに書かせていただいております。 

  水色の囲みの下になりますが、まず、支持機能喪失時、ペデスタルが支える機能を失ったと

きの上部にある構造物の挙動についてになります。 

  右側の上の図にもお示ししておりますが、格納容器内、水平方向にはペデスタルや原子炉圧

力容器の周辺に構造部材がありまして、それに制限されるので、仮にペデスタルや原子炉圧力

容器が傾斜、傾くような場合でも、その範囲は限定的な傾斜にとどまるのではないかと考えて

おります。 

  一方で、垂直方向、縦の方向になりますけれども、これは沈下、沈み込む可能性というもの

は否定できませんが、沈下量につきましては、下の図にありますとおり、約0.3メートル、30

センチ程度と限定的であると考えております。 
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  その理由といたしましては、これも右下の図にありますが、ペデスタルの内側にはインナー

スカートという強度部材、鉄板のようなものがぐるりと一周ありまして、こちらはこれまでの

内部調査の状況などから健全であると評価しております。ペデスタルは配筋が床面から大体高

さ約1.3メートルのところまで露出している状況ですが、その露出した部分が沈下、沈み込ん

だとしても、インナースカートが床面から１メートルの高さまでございますので、そこで阻ま

れると考えているものです。 

  そうしたときのＰＣＶの閉じ込め機能の影響についても評価してみますと、上部構造物のＰ

ＣＶ格納容器の貫通している箇所については、ペデスタルや原子炉圧力容器の沈下に伴う接続

配管も同時に動き、変位いたしますが、ペネトレーション部、ＰＣＶの貫通箇所の損傷には至

らない、すなわち閉じ込め機能の喪失には至らないと考えております。 

  こうしたことから、原子炉圧力容器等が傾斜・沈下いたしましても、その際に想定されるダ

スト飛散の影響については、ＰＣＶ内、格納容器内は現状も燃料デブリの冷却のために連続的

に水を注入していまして、湿潤環境、湿っている状態となっていることもありまして、ＰＣＶ

内のダスト濃度の増加ということは限定的で、周辺公衆への著しい放射線被ばくのリスクはな

いと考察しております。 

  ここで、さらにＰＣＶは大幅な損壊に至る可能性は低いとは考えておりますが、仮に例えば

ペデスタルが床面まで1.3メートル沈下するようなケースですとか、あるいはＰＣＶに開口、

穴が空くと、そういったシナリオの想定に保守性を持たせたケースを考えた場合でも、敷地境

界における被ばく線量については最大で0.04ミリシーベルトと評価しております。これは発電

所のほうをご視察いただきますと、大体ご視察者の方、大体0.01ミリシーベルトぐらいの被ば

くなされる方が多いんですけれども、その際、歯医者さんのレントゲン１枚分ですよというこ

とでご説明を差し上げていますが、そういったオーダーとほぼ変わらないので、こういったこ

とも踏まえて、著しい放射線の被ばくリスクは与えることはないと考えております。 

  こういったことから想像を広げたシナリオ、これを検討いたしましても、著しい放射線被ば

くリスクを与えることはないと考えておりますが、万が一の事態に備えた方策、下のほうに書

いてありますけれども、可搬式設備によります機動的な対応ですとか、ＰＣＶの均圧、あるい

は窒素封入をしているというような現状の設備の停止、あるいは、今、１号機の燃料の取り出

しのために大型のカバーで原子炉建屋を覆う、すなわち大型カバーを設置するというところを

進めており、こういった大型カバーの設置によってダストの飛散というものも抑えられると考

えておりますので、ダスト飛散の方策などを検討している状況となっております。 
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  また、現在、これまでのＰＣＶの内部調査によって得られたペデスタル内の状況確認、そう

いった結果を踏まえた耐震の評価も並行して実施しております。 

  この後、原子力規制庁さまのほうからもご説明があると思いますけれども、本件につきまし

ては、技術会合という会議体の場でご議論させていただいているところでございますので、し

っかり検討して、引き続きご説明してまいりたいと考えております。 

  最後に、繰り返しになりますけれども、１号機の燃料デブリ取り出しに向けた今後の対応に

つきましては、さらに内部の気中調査、こういったところも含めたペデスタル内外の調査を行

う計画としております。２号機の燃料デブリの試験的取り出しを通じて得られる知見、こうい

ったところも踏まえて、１号機の取り出し方法の決定、取り出し設備の設置等の準備を進めて

まいりたいと考えております。 

  私からのご説明は以上となりますけれども、燃料デブリの取り出しに向けた準備状況やペデ

スタルの状況、こういったところはご関心、ご懸念も非常に高いと認識しておりますので、作

業の進捗状況や検討状況につきましては、引き続き、今後も速やかに分かりやすくお伝えして

いきたいと考えております。 

  私からは以上となります。 

 

【牧田議長】 

  続きまして、１号機ペデスタルの状況について原子力規制庁からご説明お願いします。 

 

【原子力規制庁 南山】 

  原子力規制庁の南山でございます。改めて説明させていただきます。 

  資料は、３と書いてある縦型の資料になります。恐縮でございます。 

  ここにもございますけれども、先ほども東京電力のほうからご説明がありました福島第一原

子力発電所の１号機のペデスタルの状況を踏まえた対応についてということでございます。 

  これにつきましては、去る５月24日の原子力規制委員会の議題５におきまして議論をさせて

いただいたところ、東京電力に対しまして、以下の３つの内容を指示したところでございます。 

  その規制委員会の議題５というのが、１枚めくっていただきました以降の資料、資料５とい

ったものを、この５月24日付の資料を基に議論をしていただいたものでございますけれども、

その資料５の１ページと書いてございます、その真ん中の経緯というところがありまして、東

京電力が令和５年３月に実施した格納容器の内部調査において、ペデスタル内の全周でコンク
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リートの損傷が確認されたということから、監視検討会とか、それから公開の会合等で報告等

を受けておりますけれども、それに対して原子力規制庁としては、今後の進展にもよりますけ

れども、ペデスタルの耐震評価はその前提条件の妥当性の判断が困難であろうということから、

まず、ペデスタルの支持機能が喪失した場合の影響を考察することが重要と、こういう認識で

規制委員会の場で議論をしていただいたものでございまして、その１ページの下に３とござい

ますけれども、これまでの調査からコンクリートの損傷範囲や構造部材の状態は全て把握して

いるわけではなくて、東京電力による耐震評価の前提条件の妥当性を判断することは現時点で

困難であると。また、評価結果にかかわらず、高線量下での格納容器内でのペデスタルの補強

といったものも、これは困難であろうということによりまして、まず、東京電力に対して、イ

ンナースカートを含みますペデスタル、先ほどありました円筒状の筒のような形になっている

コンクリートと、それから鉄板、それから鉄筋といった構造物でございますけれども、この上

に原子炉圧力容器が縦型にあるわけですけれども、この原子炉圧力容器を含む上部構造物が落

下して格納容器に開口部が生じる場合も含めて、外部へのダスト飛散の影響を評価する、それ

から、その結果によって対策を検討するということを求めることにいたしました。 

  それで、最初のページに戻させていただきますけれども、その以下の内容３点でございます。

改めて整理させていただきますと、このペデスタルの支持機能にはまず期待できないという前

提で、圧力容器が万が一落下し、格納容器に主蒸気管相当の開口部が生じた場合も含めて、敷

地境界におけるダスト飛散の影響を保守的な条件下でまず評価すること。評価に当たっては、

その開口面積であるとかダストの発生量の条件を変化させてみて、複数のケースについて検討

するということが１点でございます。それから２点目に、その評価の結果にはかかわらず、現

時点で取り得る対策についても検討をするということを指示したところでございます。その上

で３点目でございますけれども、支持機能が失われて圧力容器が沈下した場合の圧力容器及び

格納容器などがどのような状態に至るかという詳細なところ、構造上の影響に関する評価につ

いても、別途これは並行して行っていくということ、３点を指示したところでございます。 

  これに対しまして、６月５日の前回の技術会合というものが公開で開かれておりますけれど

も、ここにおいて、東京電力のほうから、ペデスタルの支持機能喪失に起因する環境中へのダ

ストの放出の影響というものは小さいこと、また、放出を抑制するための対策といったものが

報告されたところでございます。 

  まず、東京電力の評価、検討内容をかいつまんで申し上げますと、一部、電力さんと重複し

ているところもございますけれども、格納容器、ＰＣＶというのがありますが、格納容器構造
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物表面の汚染物が、まず乾燥状態で剝離して環境中にもし放出されたとすれば、敷地境界の影

響を評価したと。その場合には約0.03ミリシーベルト、１つの事象が起こればその評価、結果

となるということ。 

  それから、もう一つ、ＲＰＶ、これは原子炉圧力容器のことでございますが、ＲＰＶに残

存・付着している燃料デブリが乾燥状態で浮遊して環境中に放出されることによる敷地境界へ

の影響を評価してみますと0.04、先ほど数字としては出ましたけれども、こういった数値に評

価されたと。 

  もう一つ、ダスト飛散時における影響緩和策として、ＰＣＶの均圧化であるとか窒素封入停

止といった策を講じる。それから可搬式設備を用いたＰＣＶ排気の方法、方策などを検討する

という報告でございました。 

  これに対して、規制庁側からの指摘事項が次に箇条書きしてございます。 

  まず、放出される核種を追加した場合の影響評価も確認すること。これは核種が今でありま

すと大体セシウムとかいったものが主な飛散核種という形になるわけですけれども、格納容器

内にもアルファ核種が、燃料デブリの関係でありますアルファ核種も検出されているわけです

から、そういったものも対象核種に追加した場合にはどうなるのかと。 

  それから、対策のほうでございますけれども、対策として有効と考えられます、今ＰＣＶ内

に窒素を封入しているわけですけれども、これが内部に封入ガスを入れておりますので、これ

がそのままですと、外向きにダストを舞い上がらせる要因にもなっておりますので、その窒素

停止の具体的な手順、緊急停止するのかとか、止めた場合にどうするのかと。また復活させる

にはどうするかとかいった手順、それから、窒素封入停止した際の、これはＬＣＯと書いてご

ざいます、原子炉を安全に運転するための運転上の制限でございますけれども、これはリミッ

トではなくて、コンディションを整える、運転上の制限値という形でいわゆる保安規程で定め

られているものでございますけれども、その関係をきちっと整理をすること。それから検討用

地震動、これ900ガルと書いてございます。福島第一の場合に、地震を踏まえて、今後の起こ

り得る地震を検討した場合にどのぐらいの数値になるのかと。この900ガルというのはその加

速度の値でございますけれども、耐震評価用の最大の加速度が900ガルというものを用いて構

造への影響を評価すること、検討することという指摘をしたところでございます。 

  今後の対策、それから詳細につきましては、順次、東京電力から聴取する予定と、このよう

になっているところでございます。 

  以下、参考資料がついてございますけれども、重複しているところがございますので省略さ
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せていただきまして、原子力規制庁の報告は以上でございます。 

 

【牧田議長】 

  かなり専門的な話になってきていますが、質疑のほうに移らせていただきます。これまでの

説明についてご質問やご意見がある方は挙手をお願いいたします。どうぞ。双葉町さんでしょ

うか。 

 

【双葉町 中野守雄】 

  すみません、ちょっと教えていただきたいんですが、ペデスタル、ちょっと舌かみそうなん

ですが、ペデスタルのこの下のほうのアクセス開口部ってあるんですけれども、これは地震等

で空いたという解釈でいいんですか。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。 

  こちらは、もともとプラントが停止したときに点検するために、人が出入りするために、あ

らかじめ設けられている出入口になります。事故で発生したものではございません。 

 

【双葉町 中野守雄】 

  分かりました。ありがとうございます。 

 

【牧田議長】 

  いかがでしょうか。説明が分かりにくかったとか、そういうことでも構わないと思います。

お願いします。 

 

【福島県飲食業生活衛生同業組合 福地専務理事】 

  福島県飲食業生活衛生同業組合の福地です。 

  ただいまいろいろお話をお聞きしましたが、よく分かりませんというのが正直な感想でござ

います。大変申し訳ありません、もう少し素人でも分かりやすいような資料とか、これを今後

作っていただけると助かるかなというふうに思いました。率直な感想でございます。すみませ

ん。 
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【原子力規制庁 南山】 

  原子力規制庁でございます。 

  本当に大変申し訳ございません。そういった意味で、今回、この場でもできるだけ補足しな

がら説明したところでございますけれども、いずれにしても分かりやすいご説明、資料、こう

いったものに取り組んで努力していきたいと思います。 

  例えば、こういうところをもっとと具体にどんどん言っていただければもっとよくなってく

るのかなというところもありまして、大変恐縮でございますけれども、もしお気づきになった

ところがありましたら、例えば、私、今日、自分でこの資料を持ってきて説明しながら、確か

に文字がちっちゃいというところからもうちょっと大きくできないかとか、考えつく努力はさ

せていただこうと思っております。大変申し訳ございませんが、引き続き努力はさせていただ

こうと思います。ありがとうございます。 

 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。 

  大変分かりづらい資料となってしまいまして申し訳ございませんでした。特に、評価を、

我々の考察のところ、文字が大変多いようなご説明になってしまいましたが、図ですとか写真

ですとか、そういったところを使いながら、分かりやすくご説明できるように努めてまいりた

いと思っております。申し訳ございません。 

  あと、併せて本日は１号機の格納容器の模型のほうもお持ちさせていただきました。入り口

付近に置かせていただいておりますが、この会議の中でのご説明といったところは難しいとこ

ろあろうかと思いますけれども、ぜひお帰りの際に立ち寄っていただければと思います。必要

に応じてご説明を差し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  以上です。 

 

【牧田議長】 

  まだ結論が出ているわけではないということですね。まず東京電力さんが大丈夫だろうと報

告したものに対して、規制庁さんが駄目出しをしているような状態だと理解してよろしいので

しょうか。 
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【原子力規制庁 南山】 

  いや、議長のご発言ですけれども、駄目出しということをどう理解したらいいかというのは

ちょっとあれですけれども、今後も廃炉の安全な確保に向けて、もっと、要するに地元の心配

に対して最大限こうやって評価して保守的にやったらこうではないかとか、そういったことも

まず踏まえて、東京電力さんには検討を進めてもらいたいという趣旨で注文しているところで

ございます。 

  以上でございます。 

 

【牧田議長】 

  すみません、ちょっと私の表現がよくなかったかもしれませんが、真剣なやり取りがなされ

ているということは受け止めさせていただきます。 

  例えば、この資料の中に、可搬式設備を用いたＰＣＶ排気とあるのですが、可搬式設備って

具体的にどういうものを指すのでしょうか。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。 

  現状は、事故以降、今の福島第一の１号機から３号機につきましては、格納容器の中のガス

を排気するために、フィルターをつけて、そこで放射性物質を除去した上で排気をするような

設備がついております。仮に地震などによりまして、こういった今つけている設備が壊れてし

まって機能しなくなったりですとか、あるいは評価の中でありましたような格納容器の中で何

か物が動いたり傾いたりということで使えなくなってしまった場合に、外づけで別の代わりの

設備を持ってきて同じような機能を発揮するような、そういったものをあらかじめ準備してお

きながら、万が一の際にはそれを使っていくといった検討をしておりまして、そういった設備

を可搬式設備と表現しております。 

 

【牧田議長】 

  バックアップ態勢ということでよろしいでしょうか。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 
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  はい、おっしゃるとおりです。 

 

【牧田議長】 

  ありがとうございます。 

  いかがでしょうか。どうぞ。 

 

【福島県商工会議所連合会 安達常任幹事】 

 商工会議所連合会の安達と申します。 

  今の廃炉に向けた取組ということで、デブリの今日は取り出しに向けた取組をご説明いただ

いたと思うんですが、この会議、やっぱり県民会議でございますので、先ほどの福地専務の話

じゃないですけれども、分かりやすく説明してもらわないと駄目だというふうに思っておりま

す。 

  それと、廃炉の全体像で、この頂いた「廃炉の大切なお話」の中の８ページに廃炉の全体の

工程が書いてありますが、この工程の中で今どこにあるのか、この全体、現在というふうに書

いてありますけれども、これを説明した上で、今はこのデブリのところをやっているんですよ

というような説明をしてもらわないと、何か全体の工程の中でどこをやっているのかなという

のを非常に私は疑問に思ったところです。 

  それと、もう一つは、廃炉の作業が終わらないと風評なんてなくならないと思っていますの

で、これを一日も早くやらないと駄目なのかなと思っているんですが、その時間が、私の認識

は30年から40年かかるというののスタートは震災のときから30年から40年なのかなと思ってい

たんですが、この表だと何か10年ぐらいたったときからまた30年ということは、50年かかると

いうことなのかどうか、そのあたり何かうやむやになっているんじゃないのかなと。要は、お

尻がどこなのか、どこに向けて、ちゃんと工程を組んでやられているのか、それを明確にした

上で、この県民会議では今はここをやっています、今日は燃料デブリの取り出しでこういう取

組をやっています、これからこうやっていきますというような説明を分かりやすくしていただ

かないと、多分、県民の皆さん、私も含めて伝わらないと思いますので、その辺の工夫をして

いただければと思います。 

  以上です。 

 

【牧田議長】 
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  どうぞ。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。 

  資料につきましては、やはりいろいろ工夫しながら作成していますが、申し訳ありません。

やはりちょっと専門的なご説明が多く、分かりにくいといったところもございました。いろい

ろ工夫しながら、分かりやすい資料の作成に努めてまいりたいと思っております。 

  また、ご説明も、今回、デブリ取り出しに特化したお話ということでお話をいただいており

ましたので、ちょっとそこからお話を始めてしまったところもありましたけれども、やはり廃

炉作業、デブリの取り出しだけではございませんので、ご指摘のとおり、全体像を概略でもお

示ししながら、現在地はここで、その中でここを今日はご説明させていただくというような形

でご説明できるように、次回以降改めてまいりたいと思っております。ありがとうございます。 

 

【牧田議長】 

  どうぞ。浪江町さんでしょうか。 

 

【浪江町 佐藤秀三】 

  浪江町の佐藤と申します。 

  たくさんの意見があるんですけれども、情報を得ようとする、自分がそういうスタンスにい

ると、幾らでも何か入ってくる情報がたくさんあります。だから、それをしようとする、自分

が知ろうとすると幾らでもその答えが返ってくるんですが、何かそういう雰囲気になっていな

いというか、興味を持てないという状況が、なかなか皆さんに知れ渡っていないと思っていま

す。 

  あと、例えばこの資料１－１なんですが、最後のページに見込みとか考察とかってたくさん

言葉が出ています。これ、かえって逆に何か心配になるんですけれども、ここに、後に、東電

だけじゃなくて、ここに規制庁さんとかエネルギー庁さんの評価とか入って、この見込みとい

うのはこういうことで見込みなんだというような説明がないと、このまま見込み、考察では何

か不安をあおるような、そういう見込みだけなんだと思うので、そこに東電さんじゃなくて規

制庁さんなり、あと環境省さんなり、そういう意見がちょっと、自分たちの独自の資料じゃな

くて、その中に関係する省庁のご意見も入ったほうが、県民としては安心するんじゃないかな
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と思いますけれども。 

 

【牧田議長】 

  どうぞ。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。ご指摘ありがとうございます。 

  先ほど規制庁さんのほうからもございましたけれども、技術検討会という会議体を通じて、

いろいろご説明を差し上げながら議論をまさに進めているというような、我々としましてはあ

る程度その考察をしたところをお示ししておりますが、議論としてはまだ途中経過のところも

あろうかと思っております。そういったところで、現時点での我々の考えということでお示し

をさせていただいたという位置づけとなっておりますけれども、今後またいろいろな技術的な

議論なんかも深めていきながら、そういったところをより分かりやすくお示しできるように努

めてまいりたいと考えております。ぜひまたよろしくお願いしたいと思います。 

 

【牧田議長】 

  ほか、ご意見のある方。 

 

【資源エネルギー庁 廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所 鈴木所長】 

  すみません、資源エネルギー庁でございます。 

  先ほど、この「廃炉の大切な話」の資料についてご指摘ございましたので、簡単にご説明申

し上げます。 

  この７ページ、８ページ、廃炉全体の工程というのがございます。まさに廃炉全体像、全体

で30年から40年かけてと書いてございますけれども、これはご指摘のとおり発災の2011年から

30年から40年かけてやっていくものでございます。 

  この廃炉自体も、燃料の取り出し、それから燃料デブリの取り出し、処理水の処分、廃棄物

の処分、それ以外にも汚染水の対策とかあるんですが、こういう大きな柱があります。例えば

このペデスタルの話も、燃料デブリの取り出し、この黄色く示した作業ですけれども、それを

始める前の格納容器内の状況把握という部分を進めていく中での事象でございます。こういう

全体の枠組みの中でどの部分の作業をやっているのかということも説明をしながら、できる限
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り分かりやすい形で情報発信をしていきたいと考えてございます。引き続きよろしくお願いい

たします。 

 

【牧田議長】 

  どうぞ。 

 

【浪江町 佐藤秀三】 

  今、説明していただきましたけれども、やはり今廃炉に向けたこの会議なので、廃炉に携わ

るスタートから、こういう案件についてはこういうふうな予定を組みましたという各廃炉に向

けた工程表があったと思うんです。それに向かってスタートしたんだけれども、途中でこうい

う不具合が出たので、さらにこれが延びていますよとか、そういう全体像が見える、先にさか

のぼってでも見える、そういうふうな工程表のロードマップみたいなのができていくと、さら

に分かりやすくなってくるのではないのかなと思います。 

  今回のデブリの取り出し一つにしても、今のペデスタルというのかな、これが発見、見つか

ったということで、さらに燃料デブリの拡散というか、それが落ち方が当初の予想よりもさら

に深みに入っているんじゃないかと。それから、下のコンクリートが溶けて鉄骨等々になって

いれば、さらにそういう間にまで入り込んでいるということになれば、本当にそういうところ

にロボットでも何でも入っていけるのかと。そういうことまで考えると、じゃあこれからの計

画というのはあとどれぐらいかかっていくんだということも含めて、今までの計画はここの予

定をしていましたけれども、これではちょっといかなくて、さらにあと何年か延びますよ、何

十年か延びますよという、そういうことが全体的に出てくるのではないのかなと。そうなって

くることによって、そういうことが明確になることによって、その会議自体が今の問題点はこ

ういうところが大きく問題になっているんですねというのが多分理解できるようになるんだろ

うと思いますので、そういうことも含めたような工程のロードマップを作成していただきたい

と思っています。 

  以上です。 

 

【牧田議長】 

  お願いします。 
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【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。ご指摘ありがとうございます。 

  廃炉作業につきましては、30年、40年と示されている期間の中で進めていくということでや

っておりますけれども、やはり例えば燃料デブリの取り出しを見てみましても、今日ご説明い

たしましたとおり、格納容器の中の調査を進めているところはありますが、まだまだ全体像全

てが把握できているという状況にはありません。 

  今日もご説明いたしましたとおり、今後も気中調査ですとか追加の調査も予定しており、そ

ういったところでまた新たな情報を得ながら、また、２号機の試験的取り出しですとか、そう

いったデブリの取り出しも少しずつの規模から始めて規模を拡大していくというようなやり方

をやってまいりますので、少しずつ情報を得ながらやっていくというところとなっております。 

  しかし、ご指摘のとおり、どういった作業を進めようとしているのか、今、現在地はどこに

あるかというところが、それではなかなか分かりづらいというところもあろうかと思います。

我々、中長期実行プランと呼んでおりますが、足元の10年程度は計画を立ててどういった作業

をやっていくかといったところを定めて、それに向かって作業をやろうということで現在取り

組んでいるところでございます。今日の資料１－１、１－２の中では、そこまでお示しはでき

ていないところもありますけれども、今後、そういった計画のところもご説明差し上げながら、

今どういった取組をしているかというところも分かりやすくご説明できるように工夫してまい

りたいと思っております。ありがとうございます。 

 

【牧田議長】 

  そろそろ時間になってきましたが、ぜひという方がいらっしゃればどうぞ。お願いします。 

 

【福島県ＰＴＡ連合会 鈴木会長】 

  ありがとうございます。福島県ＰＴＡ連合会の鈴木と申します。 

  ちょっと全体を通しての話になってしまうんですが、本当に様々な発信とか広報活動、この

会議もそうなんですけれども、いろんな活動、対策を取られているなというのが理解できまし

た。ただ、一方で、せっかく発信したり会議を開催する以上は、やはり理解してもらって何ぼ

かなと思うんですね。 

  そこでちょっと１つヒントになるのかなと感じましたのが、資料の２の12ページ、こちらは

資源エネルギー庁職員さんのほうの業務になってくるかなと思うんですけれども、こちらのほ
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うに書いてあるのは３校、高校生対象の出前授業ということで、彼らが高校生が理解できる内

容というところが、多くの方に理解してもらう上では一つの基準になるのかなと考えています

ので、ぜひ、せっかくすばらしい発信等々をされているので、いかに理解してもらうかという

ところをさらに注力していただくというか、そういった取組をしていただけるとありがたいな

と思います。 

  以上です。 

 

【牧田議長】 

  では、村山先生、手短にお願いします。 

 

【東京工業大学 村山教授】 

  資料１の18ページで、先ほどデブリの取り出しについてお話しいただいたんですが、こちら

では２号機がまず最初に取り出しの対象になっているというお話がありました。ただ、その後

については１号機のお話に終始をしていて、なぜ２号機の話が出てこないのかなというのが疑

問の１つです。これは今日お答えいただかなくても結構ですが、説明の流れとしては、そのあ

たりが腑に落ちなかったということです。 

  あと、資料の３で、規制委員会の指摘を受けて、東京電力のほうで評価・検討内容、されて

いるということですが、結果として、事象ごとの曝露、被ばくの量はそれほど多くないという

評価がされているようですけれども、少なくともこの格納容器の表面というのはどこを指して

いるのかとか、圧力容器に残存・付着している燃料デブリというのはどこなのかということを

図を使いながら示していただいたほうがずっと分かりやすくなると思います。横文字を使われ

ることも気になりますが、少なくともそれぐらいのことはしていただかないと、なかなか理解

が進みません。 

  さらには、残存・付着している燃料デブリが一体どれぐらいあるのかということも先ほどの

お話のようにまだ十分分かっていない段階でこういった数値が出てくるというのも、よく分か

らないところがありますので、今後、ご説明をいただく機会があればよいように思います。 

  以上です。 

 

【東京電力福島第一廃炉推進カンパニー 松尾副所長】 

  東京電力ホールディングスの松尾でございます。 
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  まず、最初にありました２号機の件になりますけれども、18ページのところで現状のところ

を少し触れさせていただいた。今回はやはり１号機の内部調査の中でペデスタルの状況がいろ

いろ見えてきたので、ご懸念、ご関心があろうかというところで、そこを中心にご説明させて

いただきました。分かりづらいというようなご指摘もたくさんいただきましたので、ご説明の

仕方につきましてはまた工夫してまいりたいと考えております。 

  なお、２号機につきましても、資料１－２、詳細版のほうの101ページ目以降で、現状どう

いったことを進めているかというところは記載させていただいておりますので、ご覧いただけ

ればと思います。試験的取り出しに向けて、ロボットアームと呼ばれる取り出し装置の検証試

験を行っており、原子炉建屋のほうでも設備設置のための現場の作業を行っているというとこ

ろをお示しさせていただいておりますので、ご覧いただければと思います。 

  あと、同じく１号機の状況も、１－２のところで、少し先ほどご説明申し上げた考察のとこ

ろの詳しいところも資料におつけしているところでございます。細かいところ、時間の関係で

なかなか触れ切れないところもございましたけれども、こちらのほうも分かりやすくご説明で

きるような、そんな工夫も引き続きやってまいりたいと思います。どうもありがとうございま

す。 

 

【資源エネルギー庁 廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所 鈴木所長】 

  資源エネルギー庁でございます。 

  出前授業についてのお話、ありがとうございます。まさに高校生等を対象にして、この資料

も使いながら、説明をしたり授業を行ったりしてございます。そういう意味で、今日の資料を

ぜひ見ていただければと思っております。 

  当然、単に政府はこういうふうに考えているということを説明するだけではなくて、事前に

ちゃんとご関心をお聞きした上で、これは政府の考え方としてこういうふうに考えていると、

皆さんはどう考えますかとか、そういう対話型の授業にしたりとか、あるいは、ほかの考えと

も比較考慮をしながら、そういう進め方を工夫しているところでございます。ただ、基本的な

科学的な内容というのは、こちらのほうにしっかりまとめているつもりでございますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

【牧田議長】 

  ありがとうございます。 
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  ちょうど時間となりましたので、質疑を打ち切らせていただきます。 

  本日も皆様から様々なご意見をいただきました。ありがとうございました。 

  本日のまとめを簡単にしたいと思いますけれども、３点ほどかと思います。 

  まず、ＡＬＰＳ処理水ですけれども、これについては、安全性云々以前にやっぱり風評の問

題が非常に大きい、これは各種の世論調査でも出ているところです。放出のタイミングがだん

だん迫ってはいるわけですけれども、粘り強く、国民あるいは海外にも向けて、それを軽減で

きるような情報の伝達をしっかりやっていっていただきたいということが１つかなと思います。 

  それから、２点目は、同じＡＬＰＳ処理水をめぐって、そういうふうに努力をして放出した

ところで、やはり風評被害は避けられないのだろうというのが、多くの方の懸念だと思います。

もし風評被害が実際に出た場合には速やかに確実に補償していただくような体制を整えていた

だきたいということかと思います。 

  それから、３つ目は、２つ目の議事で主に指摘されましたけれども、説明が難しいというこ

とです。人類史上初めてというような難事業、しかも内部の状況が分からない中で取り組むこ

とばかりで、それを分かりやすく説明するというのは難しいことだとは思います。しかし、長

期的な見通しの中で今どこにいるのか、全体的な見取り図の中で今どこが問題になっているの

かを踏まえながら、なるべく分かりやすい資料、それから説明をお願いしたいと思います。 

  以上３点を今日の県民会議からの要望としてお伝えしておきたいと思います。 

  これで本日の議事を終了させていただきます。 

   

 

【事務局】 

 本日の議論や資料について追加のご意見やご質問などがございましたら、回答様式にご記入

いただき、配付しております返信用封筒にて６月20日まで事務局にお知らせいただきますよう

お願いします。 

  また、次回の県民会議につきましては９月を予定しておりますが、詳細な日程は、決まり次

第、皆様にご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、令和５年度第１回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議

を終了させていただきます。 

  構成員の皆様、長時間にわたりご協議いただき、ありがとうございました。 

 


